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「科学的介護情報システム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ）関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」より

【LIFE関連加算】

必見！解釈通知

令和3年介護報酬改定

口腔機能向上編（通所）



口腔機能向上加算は、Ⅰの算定要件を満たしていて、さらに L I F Eへのデータ提
出を行うと、Ⅱが算定できるようになります

データ提出の頻度は、

ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月

イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月

ウ ア又はイのほか、少なくとも３月に１回

翌月１０日までに提出です

フィードバックに基づいたP D C Aが必要です

ポイント



1 8  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口

腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能

の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食 ・嚥下機能

に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は 向上に資すると

認められるもの （ 以下この注において 「口腔機能向上サービス 」という。 ） を行った場合は、

口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を

限度として１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔

機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せ

ず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き

続き算定することができる。

イ 口腔機能向上加算 (Ⅰ )  1 5 0単位

ロ 口腔機能向上加算 (Ⅱ )  1 6 0単位

告示



イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能

改善管理指導計画を作成していること。

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又

は看護職員が口腔機能向上サービス（指定居宅サービス介護給付費単位数表の

通所介護費の注 1 8に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。 ）を

行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価してい

ること。

⑸ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

大 臣 基 準 ： 二 十 通 所 介 護 費 に お け る 口 腔機 能向 上加 算の 基準



1 8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届

け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、

⚫ 当該利用者の口腔機能の向上を目的として、

⚫ 個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施

⚫ 又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施

⚫ であって、利用者の心身の状態の維持又は 向上に資すると認められるもの

（ 以下この注において「口腔機能向上サービス」という。 ）

告示



ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に
提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の
管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

大 臣 基 準 ： 二 十 通 所 介 護 費 に お け る 口 腔機 能向 上加 算の 基準



⒅ 口腔機能向上加算について

①～⑥ （略）

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、Ｌ Ｉ ＦＥを用いて行うこととする。Ｌ Ｉ
ＦＥへの提出情報、提出頻度等については、 「科学的介護情報システム（ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ）
関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、Ｌ Ｉ ＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を
活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（P L A N ） 、当
該計画に基づく支援の提供（D O ) 、当該支援内容の評価（C H E C K ） 、その評価
結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（A C T I O N ）の一連のサイクル（ＰＤＣ
Ａサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持
向上に資するため、適宜活用されるものである。

報酬解釈通知



1 5  口腔機能向上加算(Ⅱ)

⑴ Ｌ Ｉ ＦＥへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、２⑴を参照されたい。

⑵ Ｌ Ｉ ＦＥへの提出情報について

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基
本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式８（口
腔機能向上サービスに関する計画書（様式例） ）にある「かかりつけ歯科医」、
「入れ歯の使用」、 「食形態等」、 「誤嚥性肺炎の発症・罹患」 、 「スクリーニング、
アセスメント、モニタリング」 、 「口腔機能改善管理計画」及び「実施記録」の各項
目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、２⑵イを

参照されたい。

科 学 的 介 護 情 報 シ ス テ ム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ） 関 連 加 算 に 関 す る 基 本 的 考 え 方 並

び に 事 務 処 理 手 順 及 び 様 式 例 の 提 示 に つ い て （ 老 老 発 ０ ３ １ ６ 第 ４ 号 ）



利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 1 0日までに提出すること。

ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月

当該情報の作成時における情報

イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月

当該情報の変更時における情報

ウ ア又はイのほか、少なくとも３月に１回

前回提出時以降の情報

提出頻度と情報の時点



⑵ Ｌ Ｉ ＦＥへの提出情報について

「 リハビリテーション ・ 個別機能訓練 、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示について 」別紙様式８ （ 口腔機能向上サービスに関する計
画書 （様式例 ） ） にある

• 「かかりつけ歯科医」

• 「入れ歯の使用」

• 「食形態等」

• 「誤嚥性肺炎の発症・罹患」

• 「スクリーニング、アセスメント、モニタリング」

• 「口腔機能改善管理計画」

• 「実施記録」

科 学 的 介 護 情 報 シ ス テ ム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ） 関 連 加 算 に 関 す る 基 本 的 考 え 方 並

び に 事 務 処 理 手 順 及 び 様 式 例 の 提 示 に つ い て （ 老 老 発 ０ ３ １ ６ 第 ４ 号 ）



様式８



• 基本的な理解としては、各計画書の見直しに関して、フィードバックを組み込
むことを行うというもの

• フィードバックのタイミングが現状で不明であるので、フィードバックが来た
ら、情報共有とカンファレンスを行う仕組みを作っておく→マニュアル化して
おき、記録をとっておくとよい

• フィードバックに必ず従わなければいけないというものではない

• ただし、フィードバックを参考にしたうえ検討し、計画の継続をするならば、
その旨の記録を残しておくべきである

フィードバックに基づくPDCA



口腔機能向上加算は、Ⅰの算定要件を満たしていて、さらに L I F Eへのデータ提
出を行うと、Ⅱが算定できるようになります

データ提出の頻度は、

ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月

イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月

ウ ア又はイのほか、少なくとも３月に１回

翌月１０日までに提出です

フィードバックに基づいたP D C Aが必要です

ポイント


